
研究活動の不正行為に関する全体取扱い

～不正行為の告発から認定までの流れ（概要）～
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◎研究者等倫理委員会で本調査の可否判定（告発から 30 日以内）

■委員 ①研究者等倫理審査委員会委員のうちから委員長が指名する若干名
②その他研究者等倫理委員会が必要と認めた者
③学長が指名する第三者機関に属する外部有識者

【調査事項】
① 告発された行為が行われた可能性
② 告発の際に示された科学的理由の論理性
③ 告発内容の本調査における調査可能性
④ その他必要と認める事項
※告発者、調査対象者の秘密厳守

予 備 調 査 部 会

■委員 ①学長が推薦する副学長（研究担当）②学部長 ③研究科長
④総合研究所所長 ⑤学術研究支援センター長 ⑥学術研究審議委員
会から学長が指名する者 ⑦必要に応じ学長が指名する者
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不正行為がない場合

事情聴取者

学   長

（最高管理責任者）

不正使用の相談

(学術研究支援センター)
不正行為の情報

告 発 者

不 正 行 為 告 発 窓 口

(監査室・第三者機関)

情 報 の 受 付 窓 口

(学術研究支援センター)

調査命令

秘匿希望者は

告発窓口から通知

【Ⅰ．告発から予備調査まで】

異議申立が妥当と判断した場合

再 予 備 調 査

研 究 者 等 倫 理 委 員 会

■委員 必要に応じて部会委員の交代等により再調査

再 予 備 調 査 部 会

不正行為の存在が有の場合（予備調査報告から30日以内）

本 調 査

異議申立
通知後、1週間以内

で 1回限り


